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１．趣旨 

  分かりやすく親しみのあるイメージを活用し，文化の重要性や文化施策への理解を増進するとと 
もに，文化施策を広く内外に印象づけることを目的として，文化庁シンボルマーク（以下「シンボル

マーク」という）の使用規則を定める。 

 

２．用途 

  文化庁が作成する資料，刊行物，物品等については，制定の趣旨に鑑み，可能な限りシンボルマー

クを使用するものとする。 

 

３．シンボルマークの構成 

  シンボルマークは，シンボルと庁名ロゴタイプから成る。 

 

４．シンボルの形状 

シンボルの形状は下図のとおりとする。 

   

 

５．シンボルの色彩 

  シンボルの色彩は以下のとおりとする。 

 DIC285  

※ 分解の場合は C10 M100 Y68 K0（ 10% 100% 68% 0%）とする。 

※ 単色刷りや背景とシンボルマークが同化する場合などは，別紙に示すパターンから

適切なものを選択のうえ，使用すること。  
 

 



６．シンボルマークを使用する際の形状等 

（１）シンボルマークは，本規則及び別に定める「文化庁シンボルマーク使用要領」に従って使用する

ものとし，これらに示す用例以外の改変を加えた使用をしてはならない。 

（２）シンボルマークの使用の際は，原則としてシンボルを単独では使用せず，別紙に示すシンボルと

庁名ロゴタイプを組み合わせた定型の中から，使用形態に合わせて適切なものを選択して使用する

こととする。 

（３）使用形態により（２）により難い場合は，シンボルを単独で使用することとする。 

 

７．本規則の施行日 

  平成２６年１１月１日とする。 

   

８．文化庁職員及び第三者によるシンボルマークの使用 

（１）文化庁職員は，その業務に係る場合に限り，シンボルマークを使用することができる。その際，

以下の事項を遵守しなければならない。 

① シンボルマーク入りの物品等を製作し，これを販売する等により利益を得てはならない。 
② 不適切な使用は判明した場合は，直ちにその使用を廃止し，長官官房政策課文化広報・地域連   
 携室長の指示に従わなければならない。 

（２）文化庁及び文化庁職員以外の第三者は，以下の場合を除き，シンボルマークを使用することはで

きない。 

① 文化庁から依頼を受けてシンボルマーク入りの物品等を製作する場合。 

② 文化庁の広報活動に資することを主たる目的として使用する場合であって，長官官房政策課文  

 化広報・地域連携室長が使用を認めた場合。 

③ 文化庁の委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に，文化庁の委嘱を受けて  

 いることを，シンボルマークを用いて表示する場合。 

④ 文化庁が共催または参加する行事や，後援，協賛，協力等を行う事業・行事等において製作す 

 る資料や物品に，文化庁が前記の協力等を行うことを，シンボルマークを用いて表示する場合。 

９．その他 

（１）シンボルマークの管理に関する事務は，長官官房政策課文化広報・地域連携室において行う。 

（２）本規則に定めるもののほか，シンボルマークの使用等に関して必要な事項は別に定める。 

 

 

以上 


